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総則 

 

１  本書の位置付け  

  本仕様書（ 以下「 本書」 と いう 。） は、 下野市（ 以下「 発注者」 と いう 。） が、 市道街路 

 樹等管理業務（ 以下「 本業務」 と いう 。） を 実施する 事業者（ 以下「 受注者」 と いう 。） を  

 募集及び選定する に当た り 、「 実施要領」 と 一体のも のと し て 提示する も ので あ る 。  

  ま た 、 受注者の遂行する 業務に係る 仕様を 示すこ と を 目的と し て いる 。  

  な お、 本書は本業務の基本的な 内容について 定める も ので あ り 、 本書に明記さ れて いな  

 い項目であ っ て も 、 本業務を 実施する 受注者の責任において 、 完備ま た は遂行する も のと  

 する 。  

 

２  用語の定義 

 （ １ ） 担当職員 

  下野市都市建設部管理保全課に配置し 、 必要な 打合せ、 協議、 確認等の事業を 遂行する  

 者を いう 。  

 （ ２ ） 最終提案書 

  最終提案書と は、 契約候補者と の提案内容の協議後の提案書を いう 。  

 （ ３ ） 契約図書 

  契約図書と は、 業務委託契約書及び設計図書を いう 。  

 （ ４ ） 設計図書 

  設計図書と は、 実施要領、 本書、 参加申込に関する 質問及び回答、 提案書に関する 質問 

 及び回答、 最終提案書、 質疑応答回答書を いう 。  

 （ ５ ） 指示 

  指示と は、 担当職員が受注者に対し 、 必要な 項目について 書面によ り 示し 、 実施さ せる  

 こ と を いう 。  

 （ ６ ） 請求 

  発注者ま た は受注者が契約内容の実施あ る いは変更に関し て 相手方に書面を も っ て 行 

 為、 あ る いは同意を 求める こ と を いう 。  

 （ ７ ） 承諾 

  承諾と は、 担当職員ま た は受注者が書面によ り 同意する こ と を いう 。  

 （ ８ ） 協議 

  協議と は、 発注者ま た は担当職員と 受注者が対等の立場で 合議し 、 結論を 得る こ と を い  

 う 。  
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 （ ９ ） 提出 

  提出と は、 担当職員が受注者に対し 、 ま た は受注者が担当職員に対し 事業に係わる 書面 

 ま た はそ の他の資料を 説明し 、 差し 出すこ と を いう 。  

 （ １ ０ ） 提示 

  提示と は、 担当職員が受注者に対し 、 ま た は受注者が担当職員ま た は確認者に対し 事業 

 に係わる 書面ま た はそ の他の資料を 示し 、 説明する こ と を いう 。  

 （ １ １ ） 報告 

  報告と は、 受注者が担当職員に対し 、 事業の状況ま た は結果について 書面によ り 知ら せ 

 る こ と を いう 。  

 （ １ ２ ） 通知 

  通知と は、 発注者と 受注者の間で、 担当職員が受注者に対し 、 ま た は受注者が担当職員 

 に対し 、 事業に関する 項目について 、 書面によ り 互いに知ら せる こ と を いう 。  

 （ １ ３ ） 連絡 

  連絡と は、 発注者と 受注者の間で、 担当職員が受注者に対し 、 ま た は受注者が担当職員 

 に対し 、 緊急で 伝達すべき 項目等について 、 口頭、 フ ァ ク シ ミ リ 、 電子メ ールな ど の署名 

 ま た は押印が不要な 手段によ り 互いに知ら せる こ と を いう 。 な お、 後日書面によ る 連絡内 

 容の伝達は不要と する 。  

 （ １ ４ ） 書面 

  書面と は、 手書き 、 印刷物等によ る 打合せ簿等の帳票を いい、 発行年月日を 記載し 、 署 

 名ま た は押印し た も のを 有効と する 。  

  ア ） 緊急を 要する 場合は、 フ ァ ク シ ミ リ ま た は電子メ ールによ り 伝達で き る も のと する  

   が、 後日有効な 書面と 差し 替え る も のと する 。  

  イ ） 電子納品を 行う 場合は、 別途担当職員と 協議する も のと する 。  

 （ １ ５ ） 写真 

  写真と は、 着手前及び完了、 管理の手段と し て 完了後目視で き な い箇所の状況、 出来形 

 寸法、 品質管理状況、 事業中の災害写真等を 撮影し た も のを いう 。  

 （ １ ６ ） 帳票 

  帳票と は、事業計画書、打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、  

 及び打合せ簿等に添付し て 提出さ れる 非定型の資料を いう 。  

 （ １ ７ ） 確認 

  確認と は、 担当職員ま た は受注者が臨場ま た は関係資料によ り 、 そ の内容について 契約 

 図書と の適合を 確かめる こ と を いう 。  

 （ １ ８ ） 立会 
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  立会と は、 担当職員が臨場によ り 、 そ の内容について 契約図書と の適合を 確か める こ と  

 を いう 。  

 （ １ ９ ） 補修 

  発注者が確認時に受注者の負担に帰すべき 理由によ る 不良箇所を 発見し た 場合に受注 

 者が行う べき 修繕、 訂正、 補足そ の他の措置を いう 。  

 

３  業務目的 

  本業務は、 別添位置図に示す区域内において 、 本市が管理する 街路樹及び緑地帯等を  

 安全で 美し い状態に保つこ と を 目的と する 。  

 

４  業務名称 

  令和８ 年度市道街路樹管理業務委託 

 

５  業務の範囲 

  別紙、 位置図及び数量総括のと おり  

 

６  業務内容 

  下野市内の街路樹、 緑地帯等を 良好に維持する た めに、 数量表によ ら ず必要な 管理作業 

 等を 自主的に判断し 、 本市の承諾によ り 適正に実施する 。  

 （ 作業内容）  

  高木剪定作業、中低木剪定作業、草刈作業、抜根除草作業、病害虫駆除作業、道路美化、  

  点検業務 等 

 

７  適用 

  本仕様書は、 ６ に定める 業務を 実施する た めのも のであ る 。 本仕様書に定めの無い事項 

 又は疑義が生じ た 場合、 そ の都度、 市と 受注者が協議の上、 業務を 実施する も のと する 。 

 

８  法令等の遵守 

  業務の実施にあ た っ て は、 契約図書に定める も ののほ か 関係法令等を 遵守し 、 作業の 

 円滑な 進捗を 図る も のと する 。  

 

９  担当職員の権限 

 （ １ ） 担当職員は、 受注者に対する 指示、 承諾、 協議ま た は連絡等の権限を 有する 。  
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 （ ２ ） 担当職員がそ の権限を 行使する 時は、 書面によ り 行う も のと する 。 た だし 、 緊急を  

   要する 場合は担当職員が、 受注者に対し 口頭によ る 指示等を 行え る も のと する 。 口頭 

   によ る 指示等が行われた 場合には、後日書面によ り 担当職員と 受注者の両者が指示内 

   容等を 確認する も のと する 。  

 

１ ０  受注者の相互協力 

  受注者は、 関連する 業務の受注者と 相互に協力し な け ればな ら な い。 ま た 、 他受注者が 

 行う 、 関連する 業務が同時に実施さ れる 場合にも 、 こ れら 関係者と 相互に協力し な け れば 

 な ら な い。  

 

１ １  業務の一時停止及び中止 

 （ １ ） 発注者は、 あ ら か じ め受注者に対し て 通知し た 上で 、 必要と する 期間、 業務の全部 

   ま た は一部の業務について 一時停止を さ せる こ と がで き る 。な お、暴風、豪雨、洪水、  

   地震、 地すべり 、 落盤、 火災、 騒動、 暴動そ の他自然的ま た は人為的な 事象（ 以下、 

   「 天災等」 と いう 。） によ る 業務の中断について は、 適切に対応し な け ればな ら な い。  

 （ ２ ） 発注者は、 受注者が契約図書に違反し ま た は担当職員の指示に従わな い場合等、 担 

   当職員が必要と 認めた 場合には、 業務の中止内容を 受注者に通知し 、 業務の全部ま た  

   は一部について 中止さ せる こ と がで き る 。  

 

１ ２  仕様の変更 

 （ １ ） 仕様の変更事由 

  発注者は、 本業務期間中に、 次の事由によ り 仕様を 変更する 場合があ る 。  

  ・ 法令等の変更によ り 業務内容が著し く 変更さ れる と き 。  

  ・ 天災等の発生や事故等によ り 、 特別な 業務内容が常時必要な と き ま た は業務内容が著 

   し く 変更さ れる と き 。  

  ・ 本書に定めら れた 内容に生じ た 疑義、 本書によ る こ と が困難ま た は不都合が生じ た と  

   き 。  

 （ ２ ） 仕様の変更手続 

  発注者は、 仕様を 変更する 場合、 事前に受注者と 協議を 行う 。  

 な お、 本書に定めら れた 内容に生じ た 疑義、 本書によ る こ と が困難ま た は不都合が生じ た  

 場合は、 担当職員と 協議を 行い、 措置の有無に関わら ず、 受注者は記録を 整備し 、 担当 

 職員に提出する 。  
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１ ３  安全確保 

 （ １ ） 安全指針等の遵守 

  受注者は、土木工事安全施工技術指針（ 国土交通大臣官房技術調査課、令和４ 年２ 月）、  

 建設機械施工安全技術指針（ 国土交通省、 平成１ ７ 年３ 月３ １ 日）、 建築工事安全施工 

 技術指針（ 平成２ ７ 年１ 月２ ０ 日国営整第２ １ ６ 号） を 参考にし て 、 常に現場の安全に 

 留意し 現場管理を 行い災害の防止を 図ら な け ればな ら な い。 た だし 、 こ れら の指針は本業 

 務の契約条項を 超え て 受注者を 拘束する も のではな い。  

 （ ２ ） 支障行為等の防止 

  受注者は、 本業務期間中、 担当職員及び管理者の許可な く し て 、 公衆に支障を 及ぼす 

 な ど の施工を し て はな ら な い。  

 （ ３ ） 周辺への影響防止 

  受注者は、 本業務の実施に際し 現場周辺並びに他の構造物及び施設な ど へ影響を 及ぼ 

 さ な いよ う 行わな け ればな ら な い。 ま た 、 影響が生じ た 場合には直ち に担当職員へ連絡 

 し 、 そ の対応方法等に関し て 担当職員と 速やか に協議し な け ればな ら な い。 ま た 、 損傷が 

 受注者の過失によ る も のと 認めら れる 場合、 受注者自ら の負担で 原形に復元し な け れば 

 な ら な い。  

 （ ４ ） 防災体制 

  受注者は、 豪雨、 出水、 土石流、 そ の他天災に対し て は、 天気予報な ど に注意を 払い、 

 常に災害を 最小限に食い止める た め防災体制を 確立し て おかな く て はな ら な い。  

 （ ５ ） 第三者の立入り 禁止措置 

  受注者は、現場付近におけ る 事故防止のた め一般の立入り を 禁止する 場合、そ の区域に、 

 柵、 門扉、 立入禁止の標示板等を 設け な け ればな ら な い。  

 （ ６ ） 関係機関と の連絡 

  受注者は、 所轄警察署、 道路管理者、 電気事業者、 鉄道管理者、 河川管理者、 労働基準 

 監督署、 公園管理者、 施設管理者等の関係者及び関係機関と 緊密な 連絡を 取り 、 本業務 

 中の安全を 確保し な け ればな ら な い。  

 （ ７ ） 安全優先 

  受注者は、 本業務中におけ る 安全の確保を すべて に優先さ せ、 労働安全衛生法（ 令和 

 ７ 年５ 月改定 法律第３ ３ 号） 等関連法令に基づく 措置を 常に講じ て おく も のと する 。  

 特に重機械の運転、 電気設備等について は、 関係法令に基づいて 適切な 措置を 講じ て お 

 か な け ればな ら な い。  

 

１ ４  交通安全管理 
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 （ １ ） 一般項目 

  受注者は、 公衆に 供する 道路を 使用する 時は、 積載物の落下等によ り 、 路面を 損傷し 、 

 あ る いは汚損する こ と のな いよ う にする と と も に、 特に第三者に施工公害によ る 損害を  

 与え な いよ う にし な け ればな ら な い。 な お、 第三者に施工公害によ る 損害を 及ぼし た 場合 

 は、 契約図書に基づき 、 処置する も のと する 。  

 （ ２ ） 交通安全法令の遵守 

  受注者は、 供用中の公共道路に係る 施工にあ た っ て は、 交通の安全について 、 担当職 

 員、 道路管理者及び所轄警察署と 打合せを 行う と と も に、 道路標識、 区画線及び道路標 

 示に関する 命令（ 令和７ 年４ 月１ 日内閣府・ 国土交通省令第三号）、 道路工事現場にお 

 け る 標示施設等の設置基準（ 国土交通省平成１ ８ 年３ 月３ １ 日改定国道国防第２ ０ ５ 号）、 

 道路工事現場におけ る 標示施設等の設置基準の一部改正について （ 局長通知平成１ ８ 年 

 ３ 月３ １ 日国道利３ ７ 号・ 国道国防第２ ０ ６ 号）、 道路工事現場におけ る 施工情報板及び 

 施工説明看板の設置について（ 国土交通省道路局路政課長、 国道・ 防災課長通知平成２ ２  

 年４ 月１ 日国道利３ ８ 号・ 国道国防第２ ０ ６ 号） 及び道路工事保安施設設置基準（ 国土交 

 通省国関整道第８ 号令和元年５ 月２ １ 日） に基づき 、 安全対策を 講じ な け ればな ら な い。 

 な お、 本業務の施工以外に、 現地調査において も 同様の対策を 講じ る も のと する 。  

 （ ３ ） 公衆交通の確保 

  公衆の交通が自由か つ安全に通行する のに支障と な る 場所に材料ま た は設備を 保管し  

 て はな ら な い。 受注者は、 毎日の作業終了時及び何ら か の理由によ り 建設作業を 中断す 

 る 時には、 交通管理者協議で 許可さ れた 常設作業帯内を 除き 一般の交通に使用さ れる  

 路面か ら すべて の設備そ の他の障害物を 撤去し な く て はな ら な い。  

 （ ４ ） 作業区域の標示等 

  受注者は、 施工にあ た っ て は、 作業区域の標示及び関係者への周知な ど 、 必要な 安全 

 対策を 講じ な け ればな ら な い。  

  な お、 本業務の施工以外に、 現地調査について も 同様の対策を 講じ る も のと する 。  

 （ ５ ） ダ ン プ ト ラ ッ ク 等によ る 過積載等の防止 

  ア ） 積載重量制限を 超過し て 施工用資材を 積み込ま ず、 ま た 積み込ま せな い。  

  イ ） 過積載を 行っ て いる 資材納入業者か ら 、 資材を 購入し な い。  

  ウ ） 資材等の過積載を 防止する た め、 資材の納入等にあ た っ て は、 資材を 納入する 業者 

    の利益を 不当に害する こ と のな いよ う にする 。  

  エ ） 過積載車両、 さ し 枠装着車、 不表示車等か ら 引き 渡し を 受け る 等、 過積載を 助長す 

    る こ と のな いよ う にする 。  

  オ ） 下請契約の相手方は資材納入業者を 選定する にあ た っ て は、 交通安全に関する 配慮 
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    に欠け る 者ま た は業務に関し ダ ン プ ト ラ ッ ク 等によ っ て 悪質か つ重大な 事故を 発 

    生さ せた も のを 排除する 。  

  カ ） ア か ら オ について 、 周知徹底する 。  

 （ ６ ） 交通誘導警備業務 

  受注者は、 栃木県公安委員会が定める 路線（ 平成２ １ 年９ 月３ ０ 日栃木県公安委員会 

 告示第５ ４ 号） の交通誘導を 行う 場合は、 そ の現場ご と に交通誘導警備業務に係る 一級 

 検定合格警備員ま た は二級検定合格警備員を 一人以上配置し な け ればな ら な い。  

  ま た 、 上記以外の現場（ 公園敷地内等も 含む） において 交通誘導業務を 行う 場合は、  

 そ の現場ご と に交通誘導警備業務に係る 一級検定合格警備員ま た は二級検定合格警備員 

 を 一人以上配置する よ う 努める こ と と し 、 有資格者の配置ができ な い場合は、 警備業法に  

 基づく 所定の教育を 受け た 者を こ れに代え る こ と がで き る こ と と する 。 な お、 上記の交通 

 誘導業務を 行う 場合は、 検定合格警備員が当該警備業務に従し て いる 間は、 当該検定合格 

 警備員であ る こ と を 証する 合格証明書を 携帯さ せる と と も に、関係人の請求があ る と き は、 

 こ れを 提示さ せな け ればな ら な い。  

 

１ ５  守秘義務 

  受注者は、 業務の実施過程で 知り 得た 情報を 第三者に漏ら し て はな ら な い。 た だし 、 発 

 注者の承諾を 得た 場合はこ の限り で はな い。  

 

１ ６  整理整頓 

  受注者は、 本業務期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めな け ればな ら な い。  

 

１ ７  良好な 作業環境の確保 

  受注者は、 作業員が健全な 身体と 精神を 保持で き る よ う 作業場所、 現場事務所及び作業 

 員宿舎等におけ る 良好な 作業環境の確保に努めな け ればな ら な い。  

 

１ ８  発見・ 拾得物の処置 

  受注者は、 業務中に物件を 発見ま た は拾得し た 場合、 直ち に関係機関へ通報する と と も  

 に、 担当職員へ連絡し そ の対応について 指示を 受け る も のと する 。  

 

１ ９  後片付け  

  受注者は、 業務の全部ま た は一部の完了に際し て 、 一切の受注者の機器、 余剰資材、 残 

 骸及び各種の仮設物を 片付け か つ撤去し 業務にか か る 部分を 清掃し 、 か つ整然と し た 状 
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 態にする も のと する 。  

 

２ ０  事故報告書 

  受注者は、 業務の実施中に事故が発生し た 場合には、 直ち に担当職員に連絡する と と も  

 に、 速やか に事故報告書を 提出し な け ればな ら な い。  

 

２ １  休日ま た は夜間の作業連絡 

  受注者は、契約図書に業務時間が定めら れて いな い場合で 、官公庁の休日ま た は夜間に、 

 現場におけ る 作業を 行う にあ た り 、 事前に担当職員に連絡し な け ればな ら な い。  

 

２ ２  受注者に対する 措置請求 

  担当職員は、 受注者が業務に関し て 、 著し く 不適当と 認めら れる も のがあ る と き は、 受 

 注者に対し て 、 そ の理由を 明示し た 書面によ り 、 必要な 措置を と る べき こ と を 請求する こ  

 と がで き る 。  

 

２ ３  関係官公庁への手続等 

 （ １ ） 受注者は、 業務の実施にあ た り 、 発注者が行う 関係官公庁等への手続の際に協力 

   し な け ればな ら な い。 ま た 受注者は、 業務を 実施する た め、 関係官公庁等に対する 諸 

   手続き が必要な 場合は、 速やか に行う も のと する 。  

 （ ２ ） 受注者が、 関係官公庁等か ら 交渉を 受け た と き は、 遅滞な く そ の旨を 担当職員に 

   報告し 協議する も のと する 。  

 （ ３ ） 受注者は、 諸手続き において 許可、 承諾等を 得た と き は、 そ の書面を 担当職員に 

   提示し な け ればな ら な い。 な お、 担当職員か ら 請求があ っ た 場合は、 写し を 提出し  

   な け ればな ら な い。  

 （ ４ ） 受注者は、 諸手続き に許可承諾条件があ る 場合、 こ れを 遵守し な け ればな ら な い。 

 

２ ４  不可抗力によ る 損害 

 （ １ ） 災害の報告 

  受注者は、 災害発生後直ち に被害の詳細な 状況を 把握し 、 当該被害が下記の（ ２ ） 被害 

 の基準に該当する 場合は、 直ち に工事災害通知書を 担当職員に通知し な け ればな ら な い。 

 （ ２ ） 被害の基準 

  ア ） 降雨に起因する 場合、 次のいずれか に該当する 場合と する 。  

   A） 24 時間雨量（ 任意の連続 24 時間におけ る 雨量を いう 。） が 80mm以上 
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   B） １ 時間雨量（ 任意の 60 分におけ る 雨量を いう 。） が 20mm以上 

   C） 連続雨量（ 任意の 72 時間におけ る 雨量を いう 。） が 150mm以上 

   D） そ の他契約図書で 定めた 基準 

  イ ） 強風に起因する 場合、 最大風速（ 10 分間の平均風速で 最大のも のを いう 。） が 

    15m/秒以上あ っ た 場合 

  ウ ） 河川沿いの施設にあ た っ て は、 河川の警戒水位以上、 ま た はそ れに準ずる 出水に 

    よ り 発生し た 場合 

  エ ） 地震、 豪雪に起因する 場合周囲の状況によ り 判断し 、 相当の範囲にわた っ て 他の一 

    般物件にも 被害を 及ぼし た と 認めら れる 場合 

 

２ ５  臨機の措置 

 （ １ ） 受注者は、 災害発生時において は、 第三者及び作業員等の人名の安全確保を すべ 

   て に優先さ せる も のと し 、 応急措置を 講じ る と と も に、 措置を と っ た 場合は、 直ち に 

   関係機関に通報及び担当職員に連絡し な け ればな ら な い。  

 （ ２ ） 担当職員は、 天災等に伴い、 本業務に重大な 影響があ る と 認めら れる と き は、 受注 

   者に対し て 臨機の措置を と る こ と を 請求する こ と がで き る も のと する 。  

 

２ ６  暴力団等によ る 不当介入 

 （ １ ） 一般項目 

  本業務において 、 暴力団員等によ る 不当要求ま た は業務妨害（ 以下「 不当介入」 と い 

 う 。） を 受け た 場合は、 断固と し て こ れを 拒否する と と も に、 不当介入があ っ た 時点で速 

 やか に警察に通報を 行い、 捜査上必要な 協力を 行わな け ればな ら な い。  

 （ ２ ） 担当職員への報告 

  （ １ ） によ り 警察に通報を 行い、 捜査上必要な 協力を 行な っ た 場合には、 速やか にそ の  

 内容を 記載し た 書面によ り 担当職員に報告し な け ればな ら な い。  

 （ ３ ） 担当職員と の協議 

  本業務において 、 暴力団員等によ り 不当介入を 受け た こ と によ り 工程に遅れが生じ る  

 な ど の被害が生じ た 場合には、 担当職員と 協議を 行わな け ればな ら な い。  

 

２ ７  そ の他 

  業務期間中に業務対象と な る 樹木等の数量等が変動し た 時は、 協議する こ と がで き る  

 こ と と する 。  
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業務内容 

 

１  基本方針 

  受注者は「 街路樹の機能向上や地域の価値向上」 の達成に向け て 、 区域内の街路樹・ 緑 

 地帯等を 良好に維持する た め、「 街路樹の整備及び維持管理方針( 基準) 」（ 平成３ ０ 年 

 ８ 月２ １ 日） を 参考に、 必要な 作業を 自主的に判断し 、 本市の承諾によ り 適切に実施する  

 こ と 。  

  業務に関し て は、 数量表によ ら ず受注者の自主的判断及び監督員の指示等によ っ て 、 街 

 路樹及び緑地帯等の良好な 維持のた め積極的に業務を 履行する こ と と する 。  

  緑地帯の管理は、 低木の生長や雑草の伸び具合、 交通安全な ど の観点か ら 優先順位を 考 

 え 、 計画的に効率良く 、 か つ業務場所の中で バラ ン ス よ く 実施する こ と 。  

  周辺の施設や歩道の利用状況を 考慮し つつ、 景観や美観に配慮し 、 市民の快適な 空間の  

 創出を 図る こ と 。  

  災害時の倒木や立ち 枯れ等によ る 通行人等の危険性を 減ら すた め、こ れら を 事前に発見 

 する よ う に努める こ と 。  

 

２  街路樹管理作業 

  街路樹は、 風格あ る ま ち な み景観を 形成する 重要な 構成要素で あ る 。 樹種ご と の特徴を  

 活か し な がら 剪定を 行い、 道路空間の利用や景観に配慮し た 質の高い管理を 行う こ と 。  

 （ １ ） 共通事項 

  ・ 受注者は、 業務の履行に先立っ て 監督職員と 調整の上、 地元住民に業務の内容を 説明 

   し 理解と 協力を 求め、 業務の円滑な 進捗を 図る も のと する 。  

  ・ 受注者は、 作業中は工事看板を 設置する も のと する 。  

  ・ 受注者は、 作業一週間前ま で に以下に示す項目を 明記し た 注意看板を 通行者等が見や 

   すく 、 か つ邪魔にな ら な い箇所に設置する も のと する 。  

   ア ） あ いさ つ文（ 例： 御迷惑を おか け し ま す）  

   イ ） 履行の内容（ 例： 剪定（ 薬剤散布） を 行っ て おり ま す）  

   ウ ） 実施期間（ 日時）  

   エ ） 使用薬剤名 

   オ ） 注意喚起の内容（ 例： むやみに触れな いで 下さ い）  

   カ ） 連絡先 

  ・ 作業によ り 発生し た 落葉、 小枝、 切り く ず等は、 丁寧に掃き 集めて 清掃する こ と 。  

  ・ 剪定跡は必要に応じ て 防腐剤等で保護する こ と 。  
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  ・ 作業にあ た っ て は、 現場条件に応じ て 交通誘導警備員を 配置し 、 安全管理を 徹底する  

   こ と 。  

 （ ２ ） 高木剪定作業 

  ①基本剪定 

  ・ 街路樹の樹形を 整え 、 健全な 育成を 行う と と も に良好な 都市景観を 形成し つつ、 周辺 

   環境に適応し た 状態に維持管理する こ と を 目的と する 。  

  ・ 路線・ 樹種・ 季節及び樹齢によ っ て 剪定の程度・ 方法が異な る た め、 作業着手前に路 

   線ご と に試し 切り を 行い、 市の承諾を 得て か ら 本作業に着手する こ と 。  

  ・ 落葉樹は、 紅葉の状況を よ く 観察し 、 作業開始時期を 市と 協議する こ と 。  

  ・ 樹姿、 樹形、 樹冠の仕立て は自然樹形を 原則と する 。  

  ・ 樹高、 枝張り 、 枝密度を 調整する こ と 。  

  ・ 建築限界内（ 車道部： 道路面よ り 4. 5ｍ 、 歩道部： 歩道面よ り 2. 5ｍ 、 自転車歩行者 

   専用道路： 道路面よ り 3. 0ｍ ） の下枝について は、 樹木主幹部の付け 根か ら 切り 落と  

   すこ と 。  

  ・ 生育上の不要枝（ やご 、 胴吹き 枝、 さ がり 枝、 立ち 枝、 さ かさ 枝、 か ら み枝、 徒長枝、  

   平行枝等） を 除去する こ と 。  

  ・ 街路樹を 良好に保つた めの剪定計画及び方法について 市に提案する こ と 。  

  ②障害枝剪定 

  各種障害、 危険枝と な っ て いる 枝を 剪定する こ と 。  

  ・ 民家障害： 民地内へ侵入ま た は接近し すぎ て いる 枝、 通風、 採光の妨げと な る 枝を  

   除去する こ と 。  

  ・ 交通障害： 歩行者、 自動車な ど の車両の通行障害、 信号や交通標識等の視認の妨げ 

   と な る 建築限界内の下枝について は、 樹木主幹部の付け 根か ら 切り 落と すこ と 。  

   やご 、 胴吹き 枝を 除去する こ と 。  

  ・ 照明障害： 照明の妨げと な る 枝を 除去する こ と 。  

  ・ 架線障害： 架線の障害と な る 枝を 除去する こ と 。  

   （ 高圧線・ 変圧器から 2ｍ 程度離す）  

  ・ 危険枝： キ ズ 、 枯損によ り 危険のあ る 枝を 除去する こ と 。  

  ③剪定枝の処分 

  ・ 作業によ り 発生し た 剪定枝・ 撤去木等の処分は、 市内の一般廃棄物処理業許可業者 

   が運営する 施設にて 処分する こ と 。  

  ・ 上記の施設で 処分が困難な 場合は、 清掃セン タ ー等にて 処分する こ と 。  

 （ ３ ） 中低木剪定作業 
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  ・ 緑地帯内の中低木の樹形を 整え 、 枯枝及び徒長枝を 剪定する 。  

  ・ 横断歩道周辺な ど の交通影響部分にあ っ て は、 歩行者及び車両か ら の視距が確保で  

   き る よ う に留意する こ と 。  

 （ ４ ） 草刈作業 

  ・ 緑地帯内等の雑草を 根際か ら 刈り 取り 、 刈草を 残さ な いよ う に清掃する 。  

  ・ 刈払機使用の際に低木や高木の幹な ど を 傷めな いよ う 十分に注意し て 作業する こ と 。 

 （ ５ ） 抜根除草作業 

  ・ 緑地帯内及び植樹桝内の雑草や実生木を 根か ら 抜き 取り 、 あ わせて 根元に生え て いる  

   ひこ ばえ 等を 切除する 。  

  ・ 芝生等そ の他の有用植物を 傷めな いよ う 十分に注意し て 作業する こ と 。  

  ・ 植樹桝内の除草の際には、 桝外周の目地部について も 除草する こ と 。  

  ・ あ わせて 、 縁石・ 街渠部等の目地か ら 生え て いる 雑草を 除去し 、 街路樹の植栽管理と  

   一体的に行う こ と で、 景観の向上に努める こ と 。  

 （ ６ ） 植樹帯通行障害枝刈込 

  ・ 植樹帯の高さ ・ 樹形を 整え 、 枯枝及び徒長枝を 剪定する こ と 。  

 （ ７ ） 病害虫駆除作業 

  ・ 受注者は、 病虫害の発生する 時期に病虫害調査を 行い、 発見し た 場合は市に報告し  

   早期処置に努める こ と 。  

  ・ 駆除作業は、 薬剤散布者及び作業補助者で構成し 、 最低２ 名以上の体制と する 。  

  ・ 散布にあ た っ て は、 作業前に周辺住民への周知徹底を 図り 、 第三者の商品、 洗濯物、 

   飼育動物、 池の中の魚な ど に被害を 及ぼさ な いよ う に行う こ と 。 ま た 、 散布の影響が 

   あ る 駐車車両、 洗濯物があ る 場合は散布を 中止する こ と 。  

  ・ 散布する 場所に通行人等が近寄る 恐れのあ る 場合は、 散布作業中及び薬液が乾く ま で  

   の間は、見張り 役を 置く 又はセ ーフ テ ィ コ ーン 等の保安施設を 風で容易に転倒し な い 

   よ う 設置し て 立ち 入り 防止対策を 行う こ と 。  

  ・ 薬剤散布後、 付近に落下し た 害虫等は、 清掃し 除去する こ と 。  

 （ ８ ） 道路美化 

  ・ 縁石や隣接地境界部の目地等か ら 生え て いる 雑草の草刈り を 行う こ と 。 刈り 取っ た  

   草は、 放置する こ と な く 作業車にて 処分する こ と 。  

 （ ９ ） 特定外来生物への対応 

  ・ 特定外来生物の ク ビ ア カ ツ ヤカ ミ キ リ ム シ 、 ツ ヤ ハダ ゴ マ ダ ラ カ ミ キ リ について は、 

   別添を 参考に業務場所等で 発生の疑い（ 成虫の発見やフ ラ ス 等の幼虫の痕跡な ど ） を  

   確認し た 場合はすみやか に市に報告し 、 薬剤処理（ 樹幹注入、 散布） 及び飛散防止処 
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   理（ 被害木のネ ッ ト 巻き ） 等の適切な 対応を 実施する こ と 。  

 （ １ ０ ） そ の他 

  ・ 市に寄せら れた 市民要望に対し て は、 市と 協議の上で作業計画の中で 適切か つ効率的 

   に対処する こ と 。  

  ・ 作業で 発生する 刈込枝や刈草、 落葉等のご みについて は、 市の定める 事業系ご みの 

   排出区分に従い、 適正に処分する こ と 。  

  ・ 原則と し て 、 官公庁の休日ま た は夜間に作業を 行わな いこ と 。 やむを 得ず作業を 行う  

   場合は、 市の承諾を 得る こ と 。  

 

３  安全管理 

 （ １ ） 受注者は、 作業にあ た っ て は事故防止、 安全管理に充分注意し 、 現場条件に応じ て  

   交通誘導員や必要な 工事標示板、 セ ーフ テ ィ ーコ ーン 、 セ ーフ テ ィ ーバー等の保安 

   施設を 設置し 、 安全管理を 徹底する こ と 。 な お、 こ れら の保安施設には風で転倒し な  

   いよ う 重石を 設置する な ど 、 対策を 講ずる こ と 。  

 （ ２ ）「 交通誘導警備員」 と は、 警備業者の作業員で 、 交通整理、 作業車の誘導等の作業 

   に従事する 者を いう 。 ま た 「 交通誘導員」 と は、「 交通誘導警備員」 に加え 、 受注者 

   の作業員で 、 交通整理、 作業車の誘導等の作業に従事する 者を いう 。  

 （ ３ ） 刈払機等を 使用する 際は、 小石の撥ねな ど が考え ら れる た め、 原則、 防護シ ート を  

   設置し 、 歩行者や車・ 隣接施設な ど に影響がな いよ う 十分な 安全対策を 行う こ と 。  

   ま た 、 通行の多いと き は作業を 停止する な ど 、 安全管理には万全を 期すこ と 。  

 （ ４ ） 歩行者及び周辺住民・ 沿道店舗等に迷惑を 及ぼさ な いよ う 十分配慮する こ と 。 必要 

   に応じ て 、 作業前の声か け な ど の周知を 行う こ と 。  

 （ ５ ） 作業員の事故を 防止する た めに、 必要な 服装や装備等を 着用する こ と 。 特に高所 

   作業において は、 現場状況に応じ て 墜落制止用器具等の必要な 措置を 講じ る こ と 。  

 （ ６ ） やむを 得ず歩道に車両を 乗り 上げて 作業を 行う 場合は、 警察協議の上、 舗装面を  

   養生する こ と 。  

 （ ７ ） 安全管理に関する 自主管理内容を 確認する た めに安全管理点検表を 作成し 、 こ れに 

   よ り 定期的に点検を 行う こ と 。  

 （ ８ ） 労働安全衛生法等関連法令に基づく 、 必要な 措置を 常に講じ る こ と 。  

 （ ９ ） 高所作業車上で 剪定し た 枝葉は、 不用意な 落下事故を 防ぐ た め、 ゴ ン ド ラ 内への 

   回収や、 ロ ープ 等で の吊り 下ろ し 、 地上の作業員への手渡し な ど の方法によ り 、 安全 

   確保を 確実に行っ て 地上に下ろ すこ と 。  

 （ １ ０ ） 架空線（ 高圧線・ 通信線等） の影響によ り 作業の安全性が確保で き な い際には、 
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   市に報告のう え 架空線の所有者と の立会を 行い必要な 措置を 講じ 、作業の安全を 徹底 

   する こ と 。  

 （ １ １ ） 道路使用許可等の関係官公庁への必要な 手続き は、 受注者がそ の責任において  

   遅滞な く 行う こ と 。  

 

４  点検業務 

 （ １ ） 受注者は、 区域内の街路樹が安全で 快適な 環境を 維持で き る よ う 、 雑草の繁茂や 

   低木の徒長、 胴吹き や病害虫の発生状況等について 、 計画的に点検を 行う こ と 。  

 （ ２ ） 点検結果に基づき 、 優先さ れる 場所や必要と さ れる 作業の把握を 行い、 作業に反映 

   する こ と 。  

 （ ３ ） 点検によ っ て 枝折れや半倒木、 腐朽木等を 発見し た 場合は、 速やか に市に報告 

   する と と も に、 緊急に対応を 要する 場合はそ の場で 復旧を 行い、 後日対応する 場合 

   で も カ ラ ーコ ーン 等で 安全確保を 行う こ と 。  

 （ ４ ） 街路樹の管理について は、 道路空間や周辺環境に応じ た 街路樹の適正化を 進めて  

   いく と し て いる 。こ れら の視点か ら 具体的な 場所の改善提案を 毎年少な く と も 各年度 

   末ま で に行う こ と 。 特に、 交差点や横断歩道付近等で 視距障害と な っ て いる 街路樹を  

   発見し た 場合は、 撤去等の改善提案を 行う こ と 。  

 

５  設備等の使用 

  受注者は、 業務の履行のた めに使用する 設備、 工器具類、 消耗品等を 受注者の責任と 費 

 用負担によ り 調達し な け ればな ら な い。  

 

６  業務責任者 

 （ １ ） 受注者は、 本業務の履行にか か る 業務責任者を 選任し 、 そ の氏名連絡先そ の他必要 

   な 事項を 書面によ り 本市に通知し な け ればな ら な い。こ れら を 変更し た 場合も 同様と  

   する 。  

 （ ２ ） 業務責任者と は本業務の履行に係る 責任者で あ り 、 本業務を 統括し 、 そ の運営、  

   取締、 作業に関する 一切の事項の処理を 行う も のと する 。  

 （ ３ ） 業務責任者は、 市と の連絡を 密にし 、 本作業に係る 履行管理、 人員の配置等の履行 

   体制の報告等を 、 原則と し て 、 書面を も っ て 行う も のと する 。  

 （ ４ ） 業務責任者は毎作業日について 、 安全管理状況も 含めた 作業の履行状況を 確認する  

   こ と 。  

 （ ５ ） 市は業務責任者が業務を 適正に行っ て いな いと き 、 そ の他必要と 認める と き は、  
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   業務責任者の交代等そ の理由を 明示し た 文書によ り 必要な 措置を と る べき こ と を  

   請求で き る 。  

 （ ６ ） 市が受注者に 対し 本業務に関する 指示を 行う と き は、 急を 要する 場合を 除く ほ か 、 

   原則と し て 業務責任者に対し て 行う も のと する 。  

 

７  提出書類 

  本業務について 提出を 要する 書類のう ち 、様式の指定が無いも のについて は形式を 任意 

 と する が、各現場及び地区において 項目及び表記等が異な る こ と がな いよ う 統一する こ と 。 

 （ １ ） 業務計画書の作成 

  受注者は、契約締結後すみやか に業務計画書を 作成し 、本市に提出し な け ればな ら な い。 

 受注者は、 業務計画書の内容に重要な 変更が生じ た 場合には、 そ の都度、 着手する 前に変 

 更に関する 項目について 、 変更業務計画書を 担当職員に提出し な け ればな ら な い。 業務計 

 画書には、 次の事項を 記載する も のと する 。  

  ア ） 業務概要 

  イ ） 業務工程 

   工事種別ご と の数量及び期間 

  ウ ） 業務実施体制 

   業務主任、 主任技術者を 含む現場組織表、 緊急時の体制及び対応、 緊急時連絡系統図 

  エ ） 使用機械及び資材 

   規格、 数量、 使用工種 

   ※薬剤において は、 使用時希釈濃度及び品質証明を 記載 

  オ ） 安全管理体制 

   安全管理活動、 安全教育計画、 労働管理計画、 安全衛生計画 

  カ ） そ の他必要と する も の 

 （ ２ ） 業務報告書の提出 

  受注者は、業務実施期間中は進捗状況が確認出来る 業務報告書を 毎月次月の５ 日ま で に 

 担当職員へ提出し な け ればな ら な い。 業務報告書には、 次の事項を 記載する も のと する 。 

  ア ） 月間作業報告書 

  イ ） パト ロ ールチェ ッ ク シ ート  

  ウ ） 作業の様子を 記録し た 写真 

  エ ） そ の他必要と する も の 

 （ ３ ） 業務管理報告書 

  受注者は、 業務の完了報告と と も に業務管理報告書を 担当職員へ提出し な け ればな ら  
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 な い。 業務管理報告書には、 次の事項を 記載する も のと する 。  

  ア ） 街路樹管理集計表 

   道路毎の街路樹位置図、 管理番号、 樹種、 樹木区分、 幹周、 樹高、 数量（ 面積）  

   管理番号は、 地区、 場所、 位置、 樹種ご と に振り 分け 、 重複する こ と のな いよ う に付 

   番する こ と 。  

  イ ） 出来形数量調書 

  ウ ） 安全管理報告書 

   社内パト ロ ール点検表、 安全訓練実施報告、 安全訓練議事録 

  エ ） 交通誘導員実績報告 

   交通誘導員集計表、 警備会社発行の警備報告書（ 写）  

  オ ） マニ フ ェ ス ト 実績報告 

   マ ニ フ ェ ス ト 集計表、 廃棄物処分業者発行の計量書（ 写）  

  カ ） そ の他必要と する も の 

 

８  業務の引き 継ぎ について  

 （ １ ） 本業務の受注者と な る こ と が決定し た 後速やか に（ ２ 週間以内）、 契約の準備と  

   し て 、 前年度の業務受注者と の間で 業務を 円滑に引継ぐ こ と 。  

 （ ２ ） 同様に、 次年度契約の受注者に引継ぐ にあ た っ て は業務引継書を 作成し 、 次年度 

   契約の受注者が決定し た 後速やかに（ ２ 週間以内）、 ３ 年間の業務実施内容や方針に 

   ついて 十分な 引継ぎ を 実施する こ と 。  

 （ ３ ） 業務引継の実施後は速やか に、（ ２ ） の業務引継書に引継実施日時、 そ れぞれの 

   会社名およ び業務責任者名を 記載のう え 、 本市に提出し て そ の内容を 報告する こ と 。 

 

９  そ の他 

 （ １ ） 受注者は作業に関し て 第三者から 交渉のあ っ た と き 、 あ る いは交渉を 要する と き  

   は、 事前に市に報告し 、 そ の指示に従う こ と 。  

 （ ２ ） 事故の発生、 及び第三者に対し て 損害を 及ぼし た 場合は、 速やか に市に報告する  

   と と も に、 受注者の責任において 解決する こ と 。 ま た 、 関係諸機関への連絡、 通報、 

   応急措置を 行う こ と 。  

 （ ３ ） 本調達にか かる 令和８ 年度一般会計予算が成立し な い場合は、 契約を 締結し な い 

   こ と があ る 。  
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業務実施に関する 事項 

 

１  誠実な 業務遂行 

 （ １ ） 受注者は、 契約図書に基づく 諸条件に沿っ て 誠実に業務を 遂行する こ と 。  

 （ ２ ） 業務遂行に当た っ て 疑義が生じ た 場合には、 発注者と 受注者の両者で誠意を も っ  

   て 協議する こ と と する 。  

 

２  契約期間中の発注者と 受注者の関わり  

  本業務は、 受注者の責によ り 遂行さ れ、 発注者は契約に定めら れた 方法によ り 業務実施 

 状況について 確認を 行う 。  

 

３  発注者と 受注者と の責任分担 

 （ １ ） 基本的な 考え  

  本業務の提案が達成でき な いこ と によ る 損失は、原則と し て 受注者が負担する 。た だし 、 

 天災や経済状況の大幅な 変動な ど 、 受注者の責に帰さ な い合理的な 理由があ る 場合は、 別 

 途協議を 行う も のと する 。  

 （ ２ ） 予想さ れる リ ス ク と 責任分担 

  発注者と 受注者の 責任分担は、 原則と し て 以下の「 表： 予想さ れる リ ス ク と 責任分担」 

 によ る こ と と し 、 受注者は負担すべき リ ス ク を 想定し た う え で 提案を 行う も のと する 。  

  な お、 分担表に該当し な い事項が発生し た 場合には、 別途協議を 行う も のと する 。  

 

表： 予想さ れる リ ス ク と 責任分担 

リ ス ク の種類 リ ス ク の内容 
負担者 

発注者 受注者 

業
務
全
般 

実施要領の誤り  
実施要領、 仕様書等の記載事項に重大な 誤り の

あ る も の 
○  

提案の誤り  本業務の提案が達成で き な い場合  ○ 

第三者賠償 調査・ 工事によ る 第三者への損害賠償義務  ○ 

安全性の確保 工事におけ る 安全性の確保  ○ 

環境の保全 工事におけ る 環境の保全  ○ 

制度の変更 法令・ 許認可・ 税制の変更 協議 

業務の中止・ 延期 

発注者の指示 ○  

周辺住民等の反対によ る も の 協議 

発注者の業務放棄、 破綻によ る も の ○  
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受注者の業務放棄、 破綻によ る も の  ○ 

計
画
・
設
計
段
階 

不可抗力 
天災な ど によ る 設計変更・ 中止・ 延期（ 詳細は 

契約書によ る ）  
協議 

物価の変動 
急激な イ ン フ レ ・ デフ レ （ 設計費に対し て 影響 

のあ る も ののみを 対象と する 。）  
協議 

設計変更 発注者の提示条件、 指示の不備によ る も の ○  

応募コ ス ト  受注者の指示、 判断の不備によ る も の  ○ 

資金調達 応募コ ス ト の負担  ○ 

工
事
段
階 

不可抗力 必要な 資金の確保に関する こ と  協議 

物価の変動 
急激な イ ン フ レ ・ デフ レ （ 工事費に対し て 影響 

のあ る も ののみを 対象と する 。）  
協議 

立ち 入り 許可 発注者の提示条件、 指示の不備によ る も の ○  

用地の確保 資材置き 場の確保  ○ 

設計変更 
発注者の指示条件、 指示の不備によ る も の ○  

受注者の指示、 判断の不備によ る も の  ○ 

工事遅延・ 未完工 

発注者の責によ る 工事遅延・ 未完工によ る 引渡 

し の延期 
○  

受注者の責によ る 工事遅延・ 未完工によ る 引渡 

し の延期 
 ○ 

工事費増大 
発注者の指示、 承諾によ る 工事費の増大 ○  

受注者の指示、 判断の不備によ る 工事費の増大  ○ 

一時的損害 

引渡し 前 に 工事目的 物や材料 な ど に 関し て 生

じ た 損傷、 破損によ る 損害 
 ○ 

引渡し 前に工事に起因し 施設に生じ た 損害  ○ 

支払遅延・ 不能 
発注者の責によ る 、 支払いの遅延・ 不能によ る  

も の 
○  

  



【 別紙】 数量総括 

 

業務 仕様 数量 年間回数 

剪定 

高木 幹周 

30ｃ ｍ 未満 109 [ 本]  1 

30 以上 60ｃ ｍ 未満 585 [ 本]  1 

60 以上 90ｃ ｍ 未満 648 [ 本]  1 

90 以上 120ｃ ｍ 未満 160 [ 本]  1 

中木 樹高 

100ｃ ｍ 未満 94 [ 本]  1 

100 以上 200ｃ ｍ 未満 268 [ 本]  1 

200 以上 300ｃ ｍ 未満 585 [ 本]  1 

寄植 
 17513. 6 [ ㎡]  1 

あ じ さ い法面 950. 4 [ ㎡]  1 

芝刈  6215 [ ㎡]  3 

伐根除草 
植込み地 6154. 7 [ ㎡]  3 

芝生 2072 [ ㎡]  3 

防除 

高木 幹周 

60ｃ ｍ 未満 693 [ 本]  3 

60 以上 120ｃ ｍ 未満 808 [ 本]  3 

120ｃ ｍ 以上 389 [ 本]  3 

中木 樹高 

60 以上 100ｃ ｍ 未満 94 [ 本]  3 

100 以上 200ｃ ｍ 未満 268 [ 本]  3 

200 以上 300ｃ ｍ 未満 585 [ 本]  3 

寄植 17513. 6 [ ㎡]  2 

芝 13112 [ ㎡]  2 

イ ン タ ーロ ッ キ ン グ  676 [ ㎡]  2 

ク ビ ア カ 1 号地区 93 [ 本]  3 

ク ビ ア カ 3 号地区 51 [ 本]  3 

ク ビ ア カ 4 号地区 179 [ 本]  3 

除草 肩掛け  13112 [ ㎡]  3 

 

 



市道1-9号線
（上三川高校通り）

市道7002号線
(グリンモール )

自治医大駅西広場

自治医大駅東広

市道7054号線

（自治医大歩専（西））

市道7053・7103号線
（足銀西通り）

市道7110・2-23号線
（ハナミズキ通り）

あじさい法面

市道7151号線

（薬師川北）

市道7152号線

（薬師川南）

市道2-16線（エゴノキ通り）

市道8356号線

（西坪山工業団地）

市道7087号線

（マテバシイ通り）

市道7089号線

（コブシ通り）

市道2-24号線

（調整池南歩道）

市道7001号線

（自治医大歩専（東））

市道7240号線

（ゆうがお通り（北・南））

市道8357号線

（西坪山工業団地）

市道8362号線

（西坪山工業団地）

市道7004号

位置図１
（１号地区）



市道2－７号線

市道1-5号線

市道2329・2271号線
（下谷田遊歩道）

市道2141号線
市道2-4号線

市道2－2号線

市道1-4号線 市道1109号線

市道1-2号線

市道1-6号線

市道2-5号線
（石橋駅東口ロータリー）

上古山ＰＰ

市道2081号線

石橋駅西口ロータリー

（分割２号）
位置図位置図２ 

（２号地区）



（分割３号）

市道1-13号線

市道6074号線
(ゆうゆう館東側)

市道6048号線

（学校通り）

市道6027・6057・6081・

6097・6222号線
（小山用水通り）

位置図３   

（３号地区）　



市道1-15号線（紫西通り） 市道2-22号線（うすずみ街道）

市道2-21号線 （上町植栽帯）

栃木二宮線ＰＰ

紫橋東西ポケットパーク

あかね亭

山の神塚（夫婦庵）

姿亭周辺

尼寺入口ＰＰ

市道6042号線ＰＰ

紫草塚（十字路）

箕輪街道ＰＰ

分割４号

位置図４-1
（４号地区）　



位置図4-2
（ ４ 号地区）

市道5118号線（ 蔓巻公園入口）

市道1-12号線（ 仁良川線）

仁良川PP

市道2-26号線（ 小金井駅西通り ）

小金井駅西口広場
小金井駅東口広場



○街路樹の整備及び維持管理方針（ 基準）  

平成３ ０ 年８ 月２ １ 日 

１  基準作成の目的 

こ れま で、 国や自治体では道路の緑化や環境の保全・ 改善を 目的と し て、 下記

に示す街路樹のも つ機能を 効果的に活用する ため、 積極的な整備を 推進し てき た

と こ ろである 。  

し かし ながら 、 街路樹が生育でき る 空間には制限があり 、 その生育空間よ り も

大き く 成長する 樹木が植栽さ れている 場合には、 樹形縮小のための剪定や、 維持

管理、 保全対策が必要と なっ ている 。  

ま た、 土地の利用方法や市民の生活ス タ イ ルは、 街路樹を 整備し た時点と は変

化し てき ている こ と や、 街路樹の生育に伴う 、 落ち葉や日照障害等、 街路樹自体

が近隣住宅や施設など へ与える 影響も 課題と なっ ている 。  

現在、 市では市民生活に影響を 及ぼし ている 街路樹について、 日常的な維持管

理を 行いつつ、 状況に応じ て剪定、 伐採等を 行っ ている 。 一方、 植物保全や美観

の保全・ 向上の観点から 可能な限り 、 保存を 求めら れる など 、 街路樹の管理手法

について、 必ずし も 画一的に実施でき ない状況である 。  

こ う し た現状を踏ま え、 街路樹の必要性や整備、 維持管理のあり 方についての

再考を要する こ と から 、 今後の街路樹の整備及び維持管理についての方針（ 基準）

を 定める も のと する 。  

〈 街路樹のも つ主な機能〉  

① 景観向上 

・  街路樹が装飾物と 同様の役割を 担う こ と で景観を 向上さ せる 機能 

・  景観的に好ま し く ないも のを隠す目隠し の機能 

② 生活環境保全機能 

・  自動車等の騒音に対する 障壁と なる 機能 

・  大気の浄化機能 

③ 緑陰形成機能 

・  日射の遮断、 放射冷却の抑制、 風速低減等の機能 

④ 交通安全機能 



・  視線の誘導によ り 道路の進行方向を 認識し やすく さ せる 機能 

⑤ 防災機能 

・  風速低減等によ る 飛砂防止等の機能 

・  火災の際の延焼防止機能 

２  街路樹整備の基本的条件 

（ １ ）  道路構造令での植樹帯等の設置規定 

① 歩道の幅員は２ m以上（ 車いす利用者相互のすれ違い可能な幅員） と する 。 

② 植樹帯又は植樹枡（ 以下「 植樹帯等」 と いう 。 ） の幅員については、 １ ．

５ mを 標準と する こ と が望ま し い。  

③ 第４ 種第１ 級及び第２ 級の道路（ 都市部の道路で交通量４ ，０ ０ ０ 台／ 日

以上） には、 植樹帯等を 設ける こ と と する 。  

ただし 、 地形状況等によ り やむを 得ない場合は、 こ の限り ではない。  

（ ２ ）  樹木の樹高の定義 

樹木の樹高については、 「 道路緑化技術基準・ 同解説」 に基づき 、 次のよ う

に定義する 。  

ま た、 植栽間隔は、 ６ m～１ ０ mと し 、 過度に密集さ せ樹冠が触れ合う こ と の

ないよ う 留意する 。  

〈 樹高〉  

高木・ ・ ・ ３ m以上 

中木・ ・ ・ １ ～３ m 

低木・ ・ ・ １ m未満 

３  本市の街路樹の整備及び維持管理方針 

市道における 街路樹整備の基本的条件を 踏ま え、 本市における 街路樹の整備及

び維持管理方針を以下のよ う に定める 。 なお、 幹線道路は、 災害時等に緊急車両

の輸送道路と し て利用さ れる こ と が想定さ れる こ と から 、 街路樹が倒木し て道路

を 塞ぐ よ う なこ と が起こ ら ないよ う に、 重点的に安全管理を 進める 。  

（ １ ）  新設道路における 街路樹の整備基準 

① 都市部（ DI D地区） であり 、 交通量が４ ， ０ ０ ０ 台／日を 超え、 歩道幅員が

３ ． ５ m以上の道路を 新設する 場合にのみ街路樹の整備を検討し 、 こ の要件に



満たない道路を 新設する 際には、 街路樹は植樹し ない。  

② 街路樹と し て植える 樹種は、 維持管理の観点から 、 低木又は中木を 基本と

し 、 高木は原則と し て植樹し ない。 ま た、 常緑樹を 基本と し 直幹である こ と

と する 。  

（ ２ ）  既存の街路樹における 維持管理方針（ 伐採）  

① 既設道路において、 植樹帯等を 除いた歩道幅員が２ mに満たず、 車いす利用

者相互のすれ違いが可能ではない歩道で街路樹がある 場合は、 原則と し て伐

採する も のと する 。  

ただし 、 直ちに伐採する のではなく 、 可能な限り の保全・ 維持を 図り 、 老

木化によ る 腐朽や虫害等の被害を 受けた街路樹から 適宜伐採する も のと する 。 

② 根上り で歩道や車道の維持管理に支障をき たし ている 街路樹は伐採する 。  

③ 信号機や標識、 街路灯や防犯灯等、 道路の安全管理のために設置さ れた構

造物の支障と なる 街路樹は伐採する 。  

④ ①から ③の規定に基づき 伐採し た街路樹が、 同一路線で２ ／３ に達し た場

合、 路線の統一的な景観の形成を 図る 観点から 、 当該路線に残存する 街路樹

についても 伐採を 検討する 。  

⑤ ①から ④の規定に基づき 街路樹を 伐採し た場合、 新たな街路樹は植樹し な

い。  

ただし 、 街路樹を伐採し た後の植樹帯等は、 花や龍のひげ等を 植栽し 、 残

存する 切り 株によ る 事故防止や雑草抑制対策を 実施する 。  

ま た、 同一路線全ての街路樹が伐採さ れた場合は、 セミ フラ ッ ト 形式によ

る 歩道の再整備を 検討する 。  

⑥ ①から ③に該当する 街路樹であっ ても 、 街路樹が当該路線の愛称と し て親

し ま れている 場合や、 観光名所と し て広く 周知さ れている 場合においては、

可能な限り 現状保存に努める 。  

（ ３ ）  既存の街路樹における 維持管理方針（ 剪定）  

① 街路樹の枝葉が植樹帯等を 超えて歩行空間に支障をき たす場合は、 剪定等

によ り 歩行空間を 超えないよ う 管理する も のと する 。  

なお、 こ の際の剪定の基準は、 道路構造令で定めら れた建築限界（ 歩道側



２ ． ５ m、 車道側４ ． ５ m） での高さ と する 。  

② 街路樹の枝葉が沿道宅地の敷地内に越境し た場合においては、 剪定等によ

り 管理区域を超えないよ う 管理する も のと する 。  

③ 低木については、 街路樹で歩行者が死角と なる こ と のないよ う 管理する も

のと する 。  

なお、 こ の際の高さ は、 ６ ０ cmを 基準と する 。  

④ 剪定にあたっ ての基準は①から ③を 原則と する が、 交通量や景観、 街路樹

の植生等も 考慮し 柔軟に対応する 。  

⑤ 観光名所等で地域の特殊事情によ り 保存を 要する 街路樹については、 開花

時期前の剪定は行わない等、 剪定時期について十分に配慮する こ と と する 。  

例） 桜については、 出水時期前に枯れ枝除去を 行う 。  

⑥ 幹が太く 枝が広がり やすい等、 建築限界を 超え易い街路樹や、 落葉樹が植

樹さ れている 場合は、 新たな樹種への植え替えを 検討する こ と と する 。  

なお、 観光名所等にあっ て植え替えを 検討する 際は、 現状の樹木と 開花時

期が同一である 等、 観光名所と し ての機能維持も 勘案し ながら 樹種を 選考す

る も のと する 。  

⑦ 現状保存する 街路樹については、 根上り 対策を 十分に実施する 。  

なお、 実施の際は、 専門家の意見を 参考に樹木が腐朽する こ と がないよ う

対策に努める 。  

４  遊歩道及び独立専用自歩道によ る 街路樹の維持管理方針 

遊歩道と は、 レ ク リ ェ ーショ ン森林内に設置さ れている 歩道のう ち専ら 森林浴、

自然観察等を 主目的と し た、 自然観察路、 自然研究路、 野鳥観察路等のこ と を 指

すが、 近年では広義の意味において、 独立専用自歩道も 遊歩道に含ま れる 。 下野

市においても 、 複数の遊歩道や独立専用自歩道（ 以下「 遊歩道等」 と いう 。 ） が

設置さ れている 。  

し たがっ て、 「 ３  本市の街路樹の整備及び維持管理方針」 にて示し た歩道の

ほか、 遊歩道等における 街路樹の維持管理方針を 次のよ う に別に定める こ と と す

る 。  

① 遊歩道等における 街路樹については、 原則適正な維持管理によ り 保存に努め



る 。  

② 車いす利用者相互のすれ違いが可能と なる よ う 、 植樹帯等を 除いた幅員は２ m

以上確保する 。  

③ 樹木の枝葉が植樹帯等を 超えて歩行空間に支障を き たす場合は、 剪定等によ

り 歩行空間を 超えないよ う 管理する 。 こ の際の剪定の基準は、 遊歩道等は緊急

時には緊急車両の通行が想定さ れる こ と から 、 歩道における 建築限界の高さ 規

定（ ２ ． ５ m） を超える ３ ． ０ mを原則と する が、 景観、 樹木のバラ ンス 等も 考

慮し 柔軟に対応する 。  

なお、 こ こ で基準と し た３ ． ０ mと は、 一般的な緊急車両（ 救急車、 消防ポン

プ車） が走行する 際に支障のない高さ と し た。  

④ 既存の街路樹で、 幹が太く 枝が広がり やすい等、 ③で示し た遊歩道等におけ

る 剪定基準（ ３ ． ０ m） を超え易い樹木や、 落葉樹など については、 適正な管理

が容易と なる 新たな樹種への植え替えを 検討する 。  

なお、 植え替えにあたっ ては、 直幹の低木又、 中木ある いは常緑樹を 基本と

する 。  

⑤ 遊歩道等における 低木については、 道路の性質から 「 ３  本市の街路樹の整

備及び維持管理方針」 にて示し た基準よ り ２ ０ cm程度の高さ ま で余裕を 持たせ

て管理する も のと する 。  

但し 、 当該遊歩道と 他の道路と の交差点付近においては、 「 ３  本市の街路

樹の整備及び維持管理方針」 にて示し た基準である ６ ０ cmと する 。  

〔 道路新設（ 整備） 〕  



 

〔 維持管理（ 伐採） 〕  

 

 


